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みんなの力で大江戸線を清瀬市へ
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清瀬のイマを深掘り‼

市政方針市政方針

　私が最も大切にしたいのは、市
民の皆さんとの「対話」によるま
ちづくりです。そのための前提で
あり、土台となるのが、徹底した
情報公開だと考えます。市民の皆
さんに対して隠しごとはせず、一
つ一つの政策決定の過程も明らか
にしていくことで、透明な市政だ
と市民の皆さんが実感できるよう
な、市政運営に努めます。
　まちづくりの主役は、市民の皆
さんであり、市政の情報は市民の
ものです。情報公開、情報発信を
向上させ、住民自治のまちづくり
の実現へ、まちづくり基本条例に
則った市政運営を目指します。そ
のために、市議会に対しても、こ
れまで以上に、分かりやすい情報
提供に努め、より一層活発な議論
をし、より良い施策へとともに練
り上げることができるよう、力を
尽くしたいと思います。
　地方自治体の役割は「住民福祉
の増進」にあります。子ども、高
齢者、障害のある人、生活困窮に
ある人などへの福祉を最優先で進
め、誰もが人間として、健康で文
化的な生活を送ることができるよ
う、支援を強めます。
　また、さまざまな属性、特性、
価値観のもとで生きる多様な住民
が、それぞれ個人として尊重され
るまちづくりを目指します。
　平和首長会議に加盟する自治体
として、平和憲法の精神に則り、
過去の戦争の惨禍を語り継ぎ、核

　4月3日に新市長として就任し
た原田市長が、6月8日に開会し
た令和８年市議会第2回定例会で、
基本的な市政の運営方針や今後の
取り組みについての考えを表明し
ましたので、その要旨をお知らせ
します。　
　なお、所信表明の
全文は市ホームペー
ジに掲載しています。
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兵器の廃絶へ市民とともに発信す
るなど、平和行政をより一層進め
ます。
　また、市民の負担増につながる
使用料や利用料などの改定は避け
ていきたいと考えます。見直しが
迫られる場合でも、なぜその見直
しが必要なのか、市民が判断する
ための情報を十分に提供し、対話
し、想いを分かち合うことで、行
政への理解と共感を広げることが
できるのではないかと思います。
　こうした市政運営を行うために
は、安定した財政基盤を維持する
こと、基金も一定の備えを蓄える
ことも必要であると考えていま
す。市民の皆さんからお預かりし
た税金を無駄にすることなく、市
民生活を豊かにするために使うこ
とを当然の立場とし、最小の経費
で最大の効果を上げていくことを
肝に銘じる必要があると考えてい
ます。　

地域図書館を再開し、地域図書館を再開し、
まちのリビングにまちのリビングに

　知的欲求に応え、地域課題の解
決に貢献し、地域住民の居場所と
なってきた地域図書館を、市民参
画のもと広くご意見を聞きなが
ら、再開に向けて検討を進めます。
　これまで提言をいただいてきた
地域市民センター再構築検討委員
会での議論も踏まえ、多世代が交
流できる、まちのリビングのよう
な図書館を目指していきたいと考
えています。
　また、下宿と竹丘の市民サロン
のあり方について、本を借りられ
るようにしてほしいという要望も
多くいただいていることから、地
域図書館の再開までの間、貸し出
しできるよう、関係機関との協議
も進めたいと考えています。
　旧中央図書館の再開断念につい
ては、解体が進んでいる状況や建
ぺい率の制約、さらに工事中断で
発生する経費などの課題が大き
く、再開は断念せざるを得ないと
判断しました。ご期待いただいた
皆さんに深くお詫び申し上げま
す。

市役所出張所の市役所出張所の
駅周辺への設置駅周辺への設置

　市役所出張所を清瀬駅の周辺に
設置することを目指します。
　マイナンバーカードの普及率は
８割を超え、多くの市民の皆さん
が保有しています。
　一方で、持っていない方は、コ
ンビニやデジタルサービススポッ

トで住民票や税証明の書類を取得
することができない状況がありま
す。
　また、くらしの困りごとが発生
したとき、行政窓口に相談できる
ような体制を築きたいと考えま
す。どんな制度があり、どこに相
談に行けばよいのか、申請にはど
んな書類が必要なのかなど、必要
な制度に市民の皆さんがしっかり
とつながるよう、行政としての責
任を果たしていきたいと考えま
す。

容器包装プラスチック容器包装プラスチック
指定収集袋の無料化を指定収集袋の無料化を

　物価高騰のなか、市民の皆さん
から「ゴミ袋が高い」という声を
長らく聴いてきました。現在、清
瀬市の指定袋は多摩26市の中で
最も高い水準にあり、他自治体か
ら転入されてきた方からの驚きの
声も珍しくありません。物価高対
策として、資源である容器包装プ
ラスチック指定収集袋については
無料化を目指したいと考えます。
　当然、無料化のためには、現在
の指定袋の収入に代わる財源の確
保や、市民への分別の徹底をお願
いしなければならないなど課題が
あります。市民の皆さんはもちろ
ん、庁内や市議会でも議論を重ね、
実現に向け、慎重に議論を積み重
ねていきたいと考えています。

子どもが子どもらしく子どもが子どもらしく
成長できる清瀬成長できる清瀬

　子どもたち自身が、自分の存在
が大切にされているとより実感す
るために、子どもが意見を表明で
きること、意見が尊重されること
が重要です。そうした理解や認識
を広げていくためにも、子どもの
権利条例の制定と、制定に向けて
のプロセスが重要であると考えて
います。制定にあたり、清瀬の子
どもたち自身が参画し、当事者の
意見をしっかり反映して練り上げ
ていける仕組みを作っていきたい
と思います。
　そのほか、子育て支援を一層進
めるために、就学援助制度の拡充
や、小中学校における保護者負担
の軽減、高等教育への支援として、
給付制の奨学金や奨学金返済への
支援など一部の自治体で行われて
いることを参考に、負担軽減へと
取り組みます。
　子どもたちが思いきり遊ぶこと
のできる公園として、雑木林を活
用したプレーパークや、スケボー
場の整備など、子どもたちの声を

生かした実践を支援することなど
も含めて、検討していきます。
　また、立科山荘を活用しての移
動教室は、半世紀以上にわたり実
施されてきた清瀬の素晴らしい実
践だったと評価されています。
　現在、立科山荘の売却は難航を
極めており、解体も視野に入れた
検討が進められていますが、再度
活用する方向を導き出せないか、
市民参画で検討したいと考えてい
ます。

豊かな自然環境を保全し、豊かな自然環境を保全し、
都市農業・商工業の振興を都市農業・商工業の振興を

　都市農業の振興へ、新鮮な野菜
や乳製品の地産地消、販路拡大な
どを進めます。学校給食への活用
率20％を目指していきます。さ
らには、清瀬の農畜産物の魅力を
市内外の方々に広げていくため
に、生産者と消費者の交流や、観
光協会と連携した取り組みを推進
します。
　商工業者は地域経済の担い手で
あり、また各商店街はコミュニテ
ィの中心でもあります。商工業の
振興へ、事業の継続や継承への支
援、空き店舗対策など、商工会と
も連携して進めます。買い物が困
難な地域への移動販売を進めるな
どの対策も検討していきます。

公正な市政運営のために公正な市政運営のために

　すべての職員が安心して自分の
能力を発揮し、市民のために働く
職場づくりを進めるために、あら
ゆるハラスメントのない職場の実
現のための実態調査を行い、ハラ
スメントゼロ宣言へとつなげてい
きたいと考えます。
　女性やさまざまなマイノリティ
ーの方が働きやすい職場は、誰も
が働きやすい職場です。より多く
の女性職員が挑戦できる環境へ努
力もしたいと思います。
　また、会計年度任用職員の待遇
改善にも一層取り組みます。人手
不足などの問題については、適切
な人員配置を可能とする職員採用
計画を立てるなど、検討を進めた
いと思います。
　また、公契約条例の制定に向け
た検討を進めたいと考えます。清
瀬市が発注する工事や業務委託で
働く労働者の賃金保障を契約に盛
り込むことで、働く人の生活の安
定と地域経済の活性化にも寄与す
るものとして、関係者の意見も反
映させながら、制定を目指したい
と思います。

所 信 表表 明 市民の皆さんとの“対話”によるまちづくりを目指して市民の皆さんとの“対話”によるまちづくりを目指して


